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○南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金交付規則 

平成２９年３月２９日 

規則第７号 

改正 平成３０年３月５日規則第１号 

（目的） 

第１条 この規則は、定期乗車券等により公共交通機関を利用して通学する生

徒の保護者に対して当該定期乗車券等の購入に要する経費に対する助成とし

て交付する南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金（以下「助成金」

という。）について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担を

軽減することにより教育の機会均等を図るとともに、公共交通機関の利用を

促進することにより公共交通の維持に対する一助となることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この規則に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 公共交通機関 路線バス（地方自治体が運行するものを含む。）及び鉄

道をいう。 

(2) 定期乗車券等 公共交通機関が発行する定期乗車券及び回数乗車券を

いう。 

(3) 高等学校等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号。以下「法」という。）

に定める高等学校又は法に定める学校のうち高等学校に準ずると認められ

る学校をいう。 

(4) 購入年度 定期乗車券等を購入した日の属する年度をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、南部町（以

下「町」という。）に住所を有している高等学校等に就学する生徒（以下「生

徒」という。）の保護者（当該生徒と同居している者に限る。以下「保護者」

という。）のうち、生徒が就学する高等学校等への通学に使用するための定

期乗車券等を購入した者とする。 

２ 前項に規定する者で、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者と

なることができない。 
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(1) 町税その他町に納付すべき料金について、町長が別に定める期限を超え

て納付していない者（以下「滞納者」という。）及び滞納者と同じ世帯に

属する者 

(2) 高等学校等に入学した日から起算して３年を超えて高等学校等に就学

する生徒（高等学校等に入学した日から起算して３年を超えて高等学校等

に就学することについて、特別な事情があると町長が認めた生徒を除く。）

の保護者 

（助成対象経費） 

第４条 助成金の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、生徒

の居住地から最も近い公共交通機関の乗降場所から当該生徒が通学する高等

学校等に最も近い公共交通機関の乗降場所までの区間における最も経済的な

経路が利用できる定期乗車券等の購入に要する経費とする。この場合におい

て、往路及び復路は同一の経路を利用するものとし、２つ以上の種類の公共

交通機関を利用することを妨げないものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、前項に規定する経路を利用した場合に通学に支

障があると町長が認めたときは、通学に支障のない経路が利用できる定期乗

車券等の購入に要する経費を助成対象経費とすることができる。 

３ 定期乗車券の購入に要した経費について、定期乗車券を使用する生徒で、

購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しない者又は購入年度の翌年度に高等

学校等に入学した日から起算して３年を超えて高等学校等に就学する者（特

別な事情があると町長が認めた者を除く。以下同じ。）が購入した定期乗車

券の有効期間（以下「有効期間」という。）の終了日が、購入年度の３月３

１日を超えるときは、当該定期乗車券の購入に要した経費について、有効期

間の開始日から当該購入年度の３月３１日までの日割り計算により算出した

経費を助成対象経費とする。 

４ 回数乗車券の購入に要した経費について、回数乗車券を使用する生徒が乗

車する路線名の表示（乗車区間にかかわらず、運賃が定額とされている公共

交通機関を除く。）及び生徒が限定して使用できる旨の表示を町長が行った

未使用の回数乗車券（購入時に公共交通機関の運営者が発行した回数券の枚
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数を維持したものをいう。以下同じ。）の購入に要した経費に限り、助成対

象経費とするものとする。この場合において、回数乗車券を使用する生徒で、

購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しない者又は購入年度の翌年度に高等

学校等に入学した日から起算して３年を超えて高等学校等に就学する者が購

入した回数乗車券で購入した日から当該購入年度の３月３１日までに使用が

できないと認めるものがあるときは、当該使用できないと認めるものを含む

未使用の回数乗車券の購入に要した費用を助成対象経費から除くものとする。 

（助成金額） 

第５条 助成金の額は、助成対象経費に２分の１を乗じて得た額（１００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

（交付申請） 

第６条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、南部町高等学

校等通学定期乗車券等購入助成金交付申請書（様式第１号）に次の各号に掲

げる書類を添えて、町長に申請するものとする。 

(1) 学生証、在学証明書その他高等学校等に在学することを証する書類 

(2) 購入した定期乗車券の写し 

(3) 購入した未使用の回数乗車券の原本及び当該回数乗車券の領収書の写

し 

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるもの 

２ 前項の申請は、定期乗車券等を購入した日から起算して９０日を超えない

日（定期乗車券等を使用する生徒が、購入年度の翌年度に高等学校等に在籍

しないとき又は購入年度の翌年度に高等学校等に入学した日から起算して３

年を超えて高等学校等に就学するときは、定期乗車券等を購入した日から起

算して９０日を超えない日又は購入年度の３月３１日までの日で町長が別に

定める日のいずれか早い日）までに申請しなければならない。 

（交付決定） 

第７条 町長は、前条に規定する申請があったときは、申請の内容を審査し、

助成金の交付について可否を決定する。 

２ 町長は、助成金の交付を決定したときは、南部町高等学校等通学定期乗車
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券等購入助成金交付決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（助成金の請求） 

第８条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」

という。）は、南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金請求書（様式

第３号）により、助成金を請求するものとする。 

（交付決定の取り消し） 

第９条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金

の交付決定を取り消すことができる。 

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したと

き。 

(2) 購入年度の翌年度に高等学校等に在籍しない者又は購入年度の翌年度

に高等学校等に入学した日から起算して３年を超えて高等学校等に就学す

る者が購入年度の３月３１日を超えて助成金の対象となった回数乗車券を

使用したことが判明したとき。 

(3) 助成金の対象となった定期乗車券等を第三者に譲渡し、貸与し、若しく

は売却し、又は払い戻ししたことが判明したとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が交付の決定を取り消す必要があると

特に認めたとき。 

（助成金の返還） 

第１０条 町長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交

付決定者に対して助成金の返還を命じるものとする。ただし、町長は、特別

の事情があると認めるときは、助成金の返還を一部減額し、又は免除するこ

とができる。 

（その他） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

（この規則の失効） 
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２ この規則は、平成３２年３月３１日までに延長その他所要の措置が講じら

れないときは、同日限り、その効力を失う。 

附 則（平成３０年３月５日規則第１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）の前日までに、この規則

による改正前の南部町高等学校等通学定期乗車券等購入助成金交付規則（以

下「改正前規則」という。）第７条の規定により交付を決定した助成金につ

いては、なお従前の例による。 

（申請の特例） 

３ 平成２９年度中に定期乗車券等を購入した助成対象者は、改正前規則第６

条第２項の規定にかかわらず、この規則による改正後の南部町高等学校等通

学定期乗車券等購入助成金交付規則（以下「改正後規則」という。）第６条

第２項の規定により助成金の交付を申請することができるものとする。 

４ 平成２９年度中に改正前規則第４条第３項の規定により、購入した定期乗

車券の有効期間の終了日が平成３０年３月３１日を超えるため、有効期間の

開始日から平成３０年３月３１日までの日割り計算により算出された助成金

の交付を受けた者（平成３０年度に高等学校等に在籍しない者又は平成３０

年度に高等学校等に入学した日から起算して３年を超えて高等学校等に就学

する者の保護者を除く。）にあっては、平成３０年４月１日から当該有効期

間の終了日までの日割り計算によって算出される助成金について、改正後規

則第６条第２項の規定にかかわらず、平成３０年４月１日から９０日を超え

ない日までの間に助成金の交付を申請することができるものとする。 
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